
 

「大町市子ども体験学習号」の利用方法 

単位子ども会育成会 大町市教育委員会 バス会社 

 

 

１ 学習号の利用を計画 

 

 

 

２ 利用の申し込み 

 様式第１号 

 「大町市子ども体験学習号利用 

(変更)申込書」の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 利用の変更の申し出 

  例）人数の変更等 

  ※予定日の１０日前まで受付 

 

７ 学習号の利用（当日） 

  ※駐車場料金などは利用者負担 

 

８ 利用の実績を報告 

 様式第３号 

「大町市子ども体験学習号利用 

  実績報告書」の提出 

 ※利用日から１０日以内に提出 

 

１０ 利用実費の支払い 

 ※利用日の翌月末までに納入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 利用申込書の受付 

 内容を審査のうえ、バス会社と 

日程時間等の調整 

 

４ 利用決定のお知らせ 

 様式第２号 

 「大町市子ども体験学習号 

  利用決定通知書」の送付 

  ※利用実績報告書を同封します 

 

 

６ バス会社との連絡調整 

 

 

 

 

 

 

９ 利用実費の請求 

「納入通知書」の発行 

 利用者の費用負担は、実利用人数

×１００円の利用実費 

  ※片道のみの乗車でも１名分です 

 

１１ 利用者負担金の領収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

  連絡調整 

 

バスの運行 

 

 

 

運行報告 

【 担 当 】 教育委員会生涯学習課 生涯学習・青少年係 

電話 ２２－０４２０ 内線６２２ ＦＡＸ・有線 ２３－７００１ 

【利用条件】 

 ①単位子ども会が主催する事業であり、 

②子どもを含めた参加者が１０名以上で、 

 ③目的地は原則市内で、日帰りであること。 

   ※国営アルプスあづみの公園 堀金･穂高地区など、 

市外への希望がありましたらご相談ください。 

 

予定日の２０日前までに提出 

注）行楽シーズン中などはバスの手配

が困難となる場合がありますので、

なるべく早めに提出願います。 
 
バスの車種と乗車可能な最大人数 

大型…５０人 

小型…２０人（補助席使用時２８人） 

当日、急な中止の場合であっても、

キャンセル料の負担は求めません。 

（教育委員会が負担） 


